
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “名取市 × できる”  

なとり de協働のまちづくり 

市民協働課公式  はこちらから→ 

 

 

 

 

〈お問い合わせ先・事務局〉 

名取市企画部市民協働課（市役所３階北側） 

〒９８９－１２４１ 宮城県名取市増田字柳田８０番地 

電 話：０２２－７２４－７１８３  ＦＡＸ：０２２－３８４－９０３０ 

Email：kyodo１@city.natori.miyagi.jp 

 

 
   

      

N O T E B O O K  

フォロー 
いいね♥ 

お願いします！ 

まずは 
実現できそうな 
小さな一歩から 

はじめてみませんか？ 
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DATE：    ・    ・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生で構成される団体で次の要件をすべて満たす団体とします。 

① 大学並びに高等専門学校及び短期大学、専修学校（専門課程に限る）に在籍する学生３

人以上で構成されているもの（※１） 

② 規約、会則等を定めている学生団体 

③ 在籍する大学及び高等専門学校の教員又は職員（※２）が関与する学生団体 

④ 市内において学生提案事業を遂行できる学生団体 

⑤ 国、地方公共団体その他これらに類する団体からこの補助金に類する補助金等の 

交付を受けていない団体 

  ※１ 高等専門学校の学生団体にあっては、４年生又は５年生を構成員に含むもの 

  ※２ 教員又は職員は、大学教授、学生を指導する方を含みます。 
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                                    補助金は公金です。 

                                    支出した経費でも内容が 

                                     ・事業に必要ではない 

                                     ・不適切である 

                                      と判断した場合には 

                                    補助対象外となりますので、 

                                    ご注意ください。 

                                     

 
 

 

年度 期間 期日 項目 備考 

令 

和 

６ 

年 

度 

募
集
期
間 

随時 事前相談 

事業の説明や提案内容について、 

個別に相談に対応します。 

相談回数に制限はありません。 

応募する際は、最低 1回はご相談ください。 

４月１５日（月） 募集開始 提案書の受付を開始します。 

５月１７日（金） 募集締切 １７時まで事務局へ提出してください。 

審
査
期
間 

６月上旬 ヒアリング 

提案内容を聞き取り、確認・調整します。 

確認・調整により、提案書を修正していただく 

場合があります。 

６月下旬 
審査 

採択事業の決定 

名取市市民活動促進委員会において、 

書類審査を行います。 

審査結果は提案団体に書面にて通知します。 

実
施
期
間 

７月以降 事業実施 補助金交付決定日から事業がスタートします。 

令和７年 

１月３１日（金） 
事業終了 １月３１日までに事業を完了してください。 

実
績
報
告 

事業終了後 

２週間以内、 

または令和７年

２月７日（金） 

事業実績報告書 

成果報告の提出 

 

事業完了後、速やかに提出してください。 

 

科   目 内        容 

報償費 講師等の謝礼金 

旅費※ 電車、バスなどの交通費 

需用費 
消耗品費 材料費、消耗品など 

印刷製本費 広報周知用チラシ、ポスター作成費 

役務費 

通信運搬費 郵送料、切手代 

保険料 保険料 

手数料 振込手数料 

使用料 会場使用料、機器等の使用料 

 
ご不明な場合は、 

支出する前に事務局へご相談ください。 

重要！ 
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＜情報公開制度について＞ 
 
事業の実施にあたり、学生団体の皆さまが市に提出した書類は全て行政文書となります。 

行政文書は、名取市情報公開条例により原則開示の対象となりますので、ご承知おきください。 

＜事業関係書類の保存年数について＞ 
 

  事業終了後の数年間（概ね５年間）は、行政による調査や検査の対象になる場合があります。 

  関係書類は、事業を完了した翌年度から５年間（令和１２年３月３１日まで）の保管をお願いします。 
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   応募書類１部を用紙で提出し、併せて応募書類のデータを電子メールで提出してください。 

（データの提出のみでは、受理としませんのでご注意ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜応募に係る留意事項＞  
・ 応募者等は、応募書類の提出をもって、本募集要項の記載内容を承諾したものとみなします。 
・ 応募書類の提出は、応募者等への助成を前提とするものではありません。 
・ 本募集要項に定める手続きを遵守しない場合、応募書類に虚偽の記載をした場合には、 
失格とします。 
・ 必要により提出された書類の内容について、関係機関へ照会する場合があります。 
・ 応募及び審査手続きに関して必要な費用については、応募者等の負担とします。 
・ 応募書類を提出した後に辞退する場合には、辞退届を提出してください。 
・ 提出された応募書類は、原則として名取市に対する情報公開の対象文書となります。 
・ 応募書類については、原則返却しません。 

 

 

すべての書類を 

Ａ４サイズ片面で 

印刷してください。 

重要！ 
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〇チラシ・ポスター等の掲示物や発行物には、採択事業とわかるように、 

「名取市学生提案型まちづくり採択事業」と記載してください。（A4サイズの場合は１８ポイント以上） 
 
〇事業実施にあたっては、活動記録をとるようにしてください。 

また、市ホームページ等に活動状況の写真を掲載することがありますので、写真を撮影してください。 
 

〇補助対象経費として認める領収書は、団体名の領収書となります。 ご注意ください！（P６参照） 

また、領収書の但し書で内容が不明な場合は、明細書の提出を求める場合があります。 
 

〇支出簿を作成し、経費を管理してください。支出簿は、実績報告時に提出していただきます。支出した

経費でも内容が不適切であった場合には、補助対象外となりますのでご注意ください。 
 

〇社会のルールや法律等に違反しないようご注意ください。     ご注意ください！！（P６参照） 

例えば、歌や映像、イラスト等を使用する場合は、著作権等を必ず調べてから使用してください。 

著作物の使用申請・許可の必要や、使用料が必要となる場合があります。 

※著作権者の許諾を得ずにイラストや音楽等を使用することは、著作権の侵害に当たる可能性があります。 

重要！ 
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DATE：    ・    ・    
 

 

  

Ａ 支出は現金支払いが基本です。 

  

 

Ｂ やむを得ずクレジットカードを利用する場合は、代表者本人名義のカードで購入してください。  

 

 

 

 Ｃ 購入時にポイントカード等は使用しないでください。 

 

 Ｄ 領収書について 

 

 Ｅ 支出簿について 

 

 

 

 

 

  

 

 
   

（例） 

支出日 科 目 金 額 用  途 

8/1 印刷製本費 15,000 チラシ（カラー片面 500部） 

8/20 旅費 2,520 名取－仙台空港往復 
（片道＠420円×２）×3人 

9/5 通信運搬費 420 84円切手５枚 
（送付先は別添のとおり） 

    

 

重要！ 


